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食品衛生検査・動物検疫・植物検疫に係る同時並行処理の実施について

平成６年４月27日　６動検甲第627号　

　このことについて、平成６年４月26日付け６－25号をもって衛生課長から別添写しのとおり通

知があったので、了知の上、関係者に周知するとともに関係官署と調整を図り、円滑に実施されたい。

　なお、別記関係者には、別途通知したので申し添える。

（平成６年４月26日　　　　　 ６－25）

動物検疫所長　殿

衛生課長

　本件は、平成５年９月、緊急経済対策閣僚会議で緊急経済対策として決定された事項の一つであ

り、今般、その実施のための内容について、別紙のとおり関連省庁の担当課長間での合意がなされた

ところである。

　ついては、輸入畜産物の申請者に対して本件取扱いを周知するとともに、検査の同時並行処理の依

頼があった場合は、関係官署と連絡を緊密にし、円滑に実施されたい。

別　紙

食品衛生検査、動物検疫、植物防疫に係る同時並行処理の実施について

平成６年４月26日

　平成５年９月16日付け緊急経済対策関係閣僚会議で決定された緊急経済対策における実施事項

の一つである「食品衛生検査・動物検疫・植物防疫に係る同時並行処理の実施」に従って、輸入手続

全体の一層の迅速化を図るため、食品衛生法第17条の規定により検疫所が行う臨検検査（以下「食

品検査」という。）、家畜伝染病予防法第40条の規定により動物検疫所が行う輸入検査（動物の輸入

検査を除く。以下「畜産物検査」という。）及び植物防疫法第８条の規定により植物防疫所が行う輸

入植物等の検査（以下「植物検査」という。）について、下記のとおり検査手続の同時並行処理を実

施することとする。

厚生省生活衛生局食品保健課長　　　　高　原　亮　治

農林水産省畜産局衛生課長　　　　　　藤　田　陽　偉

農林水産省農蚕園芸局植物防疫課長　　芳　村　正　機

記

１　趣　　旨
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　　食品検査、畜産物検査又は植物検査のうち２以上の検査を行う必要がある貨物について、輸入

者若しくは申請者又は管理者（以下「輸入者等」という。）が行う開梱作業等における利便を考慮

し、各々の検査を同時に実施する措置（以下「同時並行処理」という。）を行うものである。

２　実施期間

　　平成６年５月１日から実施する。

３　対象貨物

　　食品検査、畜産物検査又は植物検査のうちの２以上の検査を行う必要があると認められる貨物

のうち、輸入者等から同時並行処理の依頼がなされ、検査担当官署間での検討の結果、その実施が

可能と判断したものとする。

　　検査担当官署間での連絡及び調整は、平成４年６月12日付け「輸入手続関連省庁間連絡ネッ

トワークを利用した連絡体制について」の別紙２「輸入手続関連省庁間連絡ネットワーク一覧表」

を活用して行うものとする。

４　手　　続

(1) 食品検査及び畜産物検査又は植物検査を受検する貨物の同時並行処理の場合

　　輸入者等が、食品衛生法施行規則第15条第１項に定める食品等輸入届書（以下「食品等輸入

届書」という。）を提出した際に検疫所から食品検査を実施する旨の通知を受けた貨物について、

同時並行処理を希望する場合には、次によるものとする。

ア．輸入者等が、家畜伝染病予防法施行規則第49条に定める輸入検査申請書（以下「畜産物検

査申請書」という。）又は植物防疫法施行規則第10条に定める検査申請書（以下「植物検査申

請書」という。）を既に提出しているときには、当該輸入者等は、動物検疫所又は植物防疫所

に同時並行処理を希望する旨を連絡するものとする。この場合においては、動物検疫所又は植

物防疫所は、同時並行処理の可否について検討し、同時並行処理を可能と判断したときには、

検疫所との間で時間及び場所の調整を行った上で、その結果を輸入者等に通知するものとする。

イ．輸入者等が、畜産物検査申請書又は植物検査申請書を提出していないときには、当該輸入者

等は、当該申請書の最下欄の余白に同時並行処理を希望する旨を記載し、動物検疫所又は植物

防疫所に速やかに提出するものとする。この場合においても、動物検疫所又は植物防疫所は、

ア．と同様に検討及び調整を行い、その結果を輸入者等に通知するものとする。

(2) 食品検査、畜産物検査及び植物検査を受検する貨物の同時並行処理の場合

　　輸入者等が、食品等輸入届書を提出した際に検疫所から食品検査を実施する旨の通知を受けた

貨物について、同時並行処理を希望する場合には、次によるものとする。

ア．輸入者等が、畜産物検査申請書及び植物検査申請書を既に提出しているときには、当該輸入

者等は、動物検疫所及び植物防疫所に同時並行処理を希望する旨を連絡するものとする。この

場合においては、動物検疫所及び植物防疫所は、相互に連絡を取り、同時並行処理の可否につ

いて検討し、同時並行処理を可能と判断したときには、検疫所との間で時間及び場所の調整を
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行った上で、その結果を輸入者等に通知するものとする。

イ．輸入者等が、畜産物検査申請書及び植物検査申請書を提出していないときには、当該輸入者

等は、当該申請書の最下欄の余白に同時並行処理を希望する旨を記載し、動物検疫所及び植物

防疫所に速やかに提出するものとする。この場合においても、動物検疫所及び植物防疫所は、

ア．と同様に検討及び調整を行い、その結果を輸入者等に通知するものとする。

(3) 畜産物検査及び植物検査を受検する貨物の同時並行処理の場合

　　輸入者等は、畜産物検査申請書及び植物検査申請書の最下欄の余白に同時並行処理を希望する

旨を記入し、動物検疫所及び植物防疫所に提出するものとする。この場合においては、動物検疫

所及び植物防疫所は、相互に連絡を取り、同時並行処理の可否について検討し、同時並行処理を

可能と判断したときには、時間及び場所の調整を行った上で、その結果を輸入者等に通知するも

のとする。

５　実施方法

　(1) 食品検査及び畜産物検査の同時並行処理の場合

ア．食品検査及び畜産物検査は、同時に実施するものとする。

イ．畜産物検査の結果、家畜伝染病予防法第36条の規定に該当するもの又は同法第37条の規定

に違反するものと判断されるときには、検疫所は、収去を行わないものとする。

ウ．畜産物検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがあると判断された貨物につ

いての収去は、動物検疫に係る消毒措置の終了後に行うものとする。

　(2) 食品検査及び植物検査の同時並行処理の場合

ア．食品検査及び植物検査は、同時に実施するものとする。

イ．植物検査の結果、植物防疫法施行規則別表１に掲げる輸入禁止植物及び病害虫並びに農林

水産省農蚕園芸局長が廃棄以外の処分を定めていない特定重要病害虫（以下「輸入禁止植物等」

という。）が発見されたときには、検疫所は、食品衛生法第17条の規定による収去（以下「収

去」という。）を行わないものとする。

ウ．植物検査の結果、イ．に定める病害虫以外の病害虫が発見された貨物についての収去は、植

物検疫に係る消毒措置（検査場所において収去に必要な量を消毒する場合を含む。）の終了後

に行うものとする。

　(3) 食品検査及び植物検査及び畜産物検査の同時並行処理の場合

ア．食品検査、植物検査及び畜産物検査は、同時に行うものとする。

イ．畜産物検査及び植物検査の結果、家畜伝染病予防法第46条及び植物防疫法第９条の規定に

基づく措置が必要となったときには、動物検疫所及び植物防疫所の間で協議の上、実施するも

のとする。

ウ．畜産物検査の結果、家畜伝染病予防法第36条の規定に該当するもの若しくは同法第37条の

規定に違反するものと判断されるとき又は植物検査の結果、輸入禁止植物等が発見されたとき
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には、検疫所は、収去を行わないものとする。

エ．畜産物検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがあると判断された貨物又は

植物検査の結果、ウ．に定める病害虫以外の病害虫が発見された貨物についての収去は、動物

検疫又は植物検疫に係る消毒措置（検査場所において収去に必要な量を植物検疫担当官が消毒

する場合を含む。）の終了後に行うものとする。

　(4) 畜産物検査及び植物検査の同時並行処理の場合

ア．畜産物検査及び植物検査は、同時に行うものとする。

イ．各検査の結果、家畜伝染病予防法第46条及び植物防疫法第９条の規定に基づく措置が必要

となったときには、動物検疫所及び植物防疫所の間で協議の上、実施するものとする。

６　そ の 他

　　上記のいずれかを変更する必要性が生じた場合には、各省担当課長間で協議するものとする。




